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 第 1 節 人権 

 

  【現状と課題】    

世界の人権問題の取組みとしては、昭和２

３年の国際連合第３回総会で「世界人権宣言」

が採択されたのを契機として、「国際婦人年」

「国際障害者年」「国際平和年」「人権のため

の国連１０年」などの取組みが生まれた。ま

た、わが国においては日本国憲法第１１条に、

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げ

られない。この憲法が国民に保障する基本的

人権は、侵すことのできない永久の権利とし

て、現在及び将来の国民に与へられる。」と示

されており、差別の撤廃と人権意識の高揚に

努めてきた。 

中間市においても、昭和５４年に初めて同

和地区の実態調査を行い、それを基に昭和５

６年に中間市同和対策基本計画を策定した。

国の同和対策関係法案と併せて、本格的に中

間市の同和対策事業が始まり、このような

数々の施策は、生活環境改善などのハード面

について一定の成果をおさめた。また市民の

人権教育や人権啓発、地域の就職対策など多

くの面で中間市の人権問題が喚起された。し

かし、「人権の世紀」といわれる 21 世紀に入

って 10 年以上経過してもなお、連日のよう

に命が軽んじられ、同和問題を始め、女性や

老人・障害のある人たちへの差別、未来を担

う子ども達への暴力など、人権を取巻く環境

は複雑化、また深刻化していく傾向にあり、

人権擁護の取組みはますます重要になってい

る。 

 中間市においても、平成２２年に「中間市

人権教育・啓発に関する基本計画」及びその

事を具体的に実践していく。 

また、「行動計画」を策定し、人権を尊重し

人が集う魅力あるまちづくりを目標に、人権

問題の解決に一層努力していかなければなら

ない。

 

  【施策の基本方向】    

平成２２年に策定した「中間市人権教育・

啓発に関する基本計画」及び「行動計画」の

基本姿勢に基づいて、市民に人権尊重に対す

る理解を深め、その体得を図る。 

（１）人権教育・啓発活動の推進 

 人権が尊重される社会を築くため、すべて

の人々が自らの課題として受け止め、あらゆ

る場面に生かすことができる人権意識の高揚

に取組む。 

（２）すべての人が共存できる人権尊重社会 

の実現 

 すべての人々が人間らしく生きる権利を有

し、それぞれの文化や価値観、個性の違いを

認め合い、多様性を尊重しながら共に生きる

社会の実現を目指す。 

（３）市民参画による人権行政の推進 

 人権が尊重される社会を実現するためには、

社会全体で取組むことが重要で、このため、

国･県等の行政機関はもとより、様々なまちづ

くりで活動をしている市民団体をはじめ、企

業や農業関係団体等と人権を尊重した人権行

政を推進する。 
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  【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【計画】 

   １．人権教育・啓発活動の推進 

    （１）人権教育の推進 

学校教育における人権教育では、今日、学校現場での非行問題をはじめ、いじめ・ 

不登校・規範意識の低下等、解決すべき問題が依然として山積しているのが現状で 

ある。児童・生徒の人権を守るために、人権意識の高揚を図る人権教育は重要な課 

題である。 

       児童・生徒への人権教育は、教育活動全体を通して、生命を大切にし、人権を尊 

重する心の育成を目指し、人権に関する基本的な知識を学ぶとともに、その内容と 

意義について理解と認識を深め、感性と感覚を育成する取組みの推進を図ることが 

重要である。教育活動全体を通して、人権尊重の精神を育てるために、校長を中心 

とする「人権尊重の視点にたった学校づくり」に取組む。 

社会教育における人権教育は、市民一人ひとりが人権意識を高めていくため、生 

涯学習の一環として、家庭・地域社会等の実情に応じた多様な学習機会の充実を図 

る必要がある。 

       心と心のつながりを感じ互いに支え合えるまちを作り上げていくには、市民が気 

軽に参加できる地域活動や地域の実情に応じたボランティアセンター等への市民 

人権 

人権教育・

啓発の推進 

人権教育の推進 

特定の職業に従事する者に対する人権研修の推進 

分野別 
施策の推進 

人権啓発の推進 

女性に関する問題 

同和問題 

子どもに関する問題 

高齢者に関する問題 

人権に関する様々な問題 

障がいのある人に関する問題 

外国人に関する問題
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の参画を促進し、個性や価値観の異なる人との交流や人権を侵害された当事者等と 

の交流により相互理解を深め、人権問題への認識を深めていくことが重要である。 

       今日、人権問題が複雑化・多様化する中で、学習意欲が高まるような学習活動を 

通して様々な人権問題についての総合的な理解ができ、市民一人ひとりが人権を尊 

重したまちづくりに向けて主体的に参加することを推進する。  

    （２）人権啓発の推進 

 一人ひとりの人権が尊重される社会を実現するためには、人権尊重の視点に立っ 

た行政施策を推進し、豊かな人権文化を地域で育て、継続して市民に人権啓発を行 

うことが重要である。しかしながら近年においても、部落差別落書きや企業活動に 

伴う差別事象が発生し、さらに高齢者・女性・子ども・障がいのある方への虐待な 

どが後を絶たない状況にある。 

今後は、「市民に対する啓発活動の充実」・「きめ細やかな啓発活動の推進」・「相 

談機能の充実」・「中間市人権のまちづくりセンターの充実」等を推進する。 

  （３） 特定の職業に従事する者に対する人権研修の推進 

すべての市民の人権が尊重される社会を実現するためには、様々な分野の人々を 

対象に、あらゆる場、あらゆる機会を通じて人権教育及び啓発の取組みが必要であ 

る。 

 地方自治体は、憲法の基本理念の一つである「基本的人権の尊重」を具体化する 

責任がある。この責任を果たすためには、行政に従事する職員や教職員の一人ひと 

りが国際人権規約の視点や日本国憲法の理念を遵守し、あらゆる人権問題を自らの 

こととしてとらえ人権に対する理解と意識の確立が必要である。 

       また、社会教育関係者は、地域を基盤に地域住民と密接な関わりをもって活動し 

ており、そのなかで人権問題について共に語り合い、学習することが大切である。 

そのためには社会教育関係者が職務に応じた人権感覚を養い、人権に関わる問題の 

解決を図ることができるよう「.人権教育の推進」「人権啓発の推進」「特定の職業 

に従事する者に対する人権研修の推進」等の充実した内容の研修を行う。 

   ２．分野別施策の推進 

       同和問題・女性に関する問題・子どもに関する問題・高齢者に関する問題・障が 

いのある人に関する問題・外国人に関する問題・人権に関する様々な問題等、分野 

別の施策を推進していく。 

   ３．人権教育・啓発推進体制 

中間市人権教育・啓発に関する基本計画に基づいて人権教育・啓発の総合的な

推進を図るため、人権男女共同参画課を中心に全庁的体制で適切な推進に努める。 

       また、具体的な施策の推進にあたっては、本計画の趣旨や内容を庁内の各部署に 

対して徹底するとともに、相互の連携を深めながら取組んでいく。
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第 2 節 住民サービス 

 

  【現状と課題】 

住民基本台帳カ－ドの普及・奨励国の電子

自治体の構築及びＩＴ化の推進という施策に

基づき、平成１２年度から住民基本台帳ネッ

トワ－クシステムの構築が始まり、平成１５

年８月から本格稼動された。 

 このシステムによる住民サ－ビスの主なも

のは、住民基本台帳カ－ドを作成することに

より、①住民票の写しを全国どこの市区町村

からでも取得が可能になる（住民基本台帳事

務の効率化）。②住民基本台帳カードの所有者

に対し転入・転出時の特例処理（付記転入届・

付記転出届）ができる。また、③この住民基

本台帳カード（写真つき）を用いれば、確実

に本人確認ができるため、本人確認のための

身分証明に使える。さらには、④このカード

を用いて公的個人の認証登録を行えば、国税

の電子申告や社会保険庁の関係手続きができ

る。今後は、その他の各種行政手続きに公的

個人認証サービスが予定されている。 

ちなみに、当市における平成２２年３月３

１日現在の住民基本台帳カードの発行件数は、

人口４５,５７７人に対し１,６１５人、普及率

は３.５４％で、極めて低い結果となっている。 

今後も、住民への周知・広報を充実・強化

し、普及率の向上に努めていく。 

 

  【施策の基本方向】    

全国的に展開される電子自治体の基盤づく

りのため、住民基本台帳カ－ドの普及率を高

めるとともに、公的個人認証サ－ビスを受け

ることのできる受益権者を増やし、各種行政

手続きの簡素化による住民の利便性の向上を

図る。 

 

  【施策の体系】 

 

 

 

 

  【計画】 

   １．公的個人認証サービス 

       カードの発行により公的個人認証サービスを受けることで、家庭や職場等、どこ 

でもパソコンで行政機関への届出を行うことができるため、市民へ周知し市民生活 

を充実させる。 

   ２．住民票の広域交付 

       カードの利用により全国どこの市町村でも住民票（本籍地を省略したもの）の交 

付を受けられるため、利便性を市民に周知していく。また、自動交付機の市内各施 

設への設置により、住民票、印鑑証明等の発行や、公共施設の予約が自動交付機で 

可能になるため、カードの普及と利用域の拡大を図る。
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第 3 節 男女共同参画 

   

【現状と課題】    

男女共同参画の取り組みは、国連を中心と

した国際的な動きと軌を一にして行われてき

た。 

昭和２１年に国連婦人の地位委員会が設置

され、昭和５０年を国際婦人年とし､メキシコ

で第１回世界女性会議が開催され、日本にお

いても、この年に婦人問題企画推進本部が総

理府（現内閣府）に設置され、昭和５２年に

国内行動計画が策定された。 

 昭和５４年、国連総会は女性に対する差別

を撤廃し男女平等原則を具体化するための女

子差別撤廃条約を採択し、昭和６０年に日本

はこの条約を批准した。さらに平成７年北京

で開催された第４回世界女性会議では北京行

動綱領が決定され、国内でも政府と女性たち

のパートナーシップによって総合的、体系的

な取組みが進み、平成１１年には男女共同参

画基本法が公布・施行された。 

福岡県では、平成１３年１０月に福岡県男

女共同参画条例が制定され、平成１４年に第

１次福岡県男女共同参画計画、平成１８年に

は第２次福岡県男女共同参画計画が策定され

積極的な取組みを行っている。 

本市においては、平成１４年に第１回目の

市民意識調査を行い、それを基に平成１６年

に「中間市男女共同参画プラン」（１０か年計

画）を、平成１９年には「中間市男女共同参

画行動計画」（３か年計画）を策定し、具体的

に施策を展開してきた。 

さらに平成２１年には、新たに学識経験

者・有識者及び市内各団体や市民代表で構成

する「中間市男女共同参画審議会」を発足さ

せ、同年に実施した第２回目の市民意識調査

の結果を踏まえ「中間市男女共同参画プラン」

の後期への見直しを行い、平成２２年に同プ

ランに基づいて平成２５年度までの「中間市

男女共同参画後期行動計画」を策定している。 

 今日、少子・高齢化は、急速に進展してお

り、今後人口が減少していく社会が到来する

ことが予測されている。こうした社会経済情

勢の急速な変化に対応できる活力あるまちづ

くりを進めていくためには、女性のチャレン

ジ支援を積極的に進めることにより、女性の

個性と能力を発揮できる社会を構築すること

が必要となっている。また、子どもを安心し

て生み育てることができるように仕事と子育

てが両立できる社会を構築することも必要で

ある。 

また、近年、夫やパートナーからの暴力が

顕在化するなど、女性に対する暴力が大きな

社会問題となっている。暴力はその対象の性

別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して

許されるものではないが、暴力の現状や男女

の置かれている日本の社会構造の実態を直視

するときに、特に女性に対する暴力について

早急に対応が求められる。女性に対する暴力

は、女性の人権が軽視あるいは無視されるこ

とから生じており、個人の人権が性別に関係

なく平等に尊重される社会を確立する必要が

ある。 
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  【施策の基本方向】    

平成１４年に初めて行った男女共同参画に

かかる市民意識調査と、平成２１年に改めて

行った市民意識調査とを比較した結果「男女

平等や女性の地位向上」については、平成２

１年調査では全体で 57.7％の人が｢関心があ

る｣と答えているが、平成１４年調査での

68.5％に比べ関心度は下がっている。また、

「男は仕事、女は家庭」という考え方につい

ては、平成２１年調査では「同感する」とい

う回答が 54.3％で｢同感しない」をやや上回

っており、平成１４年調査と変わらず、本市

における固定的性別役割分担意識は依然とし

て高いと言える。 

男女共同参画社会づくりに向けては、市民

の意識改革が重要な課題である。そのために

は「中間市男女共同参画プラン」及び「後期

行動計画」に基づいて、市民と行政の各セク

ションにおける実効ある行動を積極的に展開、

促進する必要がある。国や県、中間市の「女

性ネットなかま」をはじめとした、関係団体

と連携した研修や講演会を開催し、学習の場

をとおして意識改革を推進する。また、地域

や学校、事業所においても、あらゆる広報媒

体による啓発を拡充し、本市における真の男

女共同参画社会の確立を目指す施策を展開し

ていく。 

 

 

 【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【計画】 

   １．男女共同参画をめざす社会の形成に向けた啓発の推進 

       男女という性別にこだわらず一人ひとりの個性や能力が尊重される社会を築く 

うえでの実効ある取組みとして、国や県、中間市の「女性ネットなかま」をはじめ 

とした関係団体と連携した研修や講演会を開催し、学習の場をとおして男女協働参 

画意識を浸透させるとともに、地域や学校、事業所においても、あらゆる広報媒体 

による啓発を推進していく。また、幼児期や学齢期における男女平等教育を推進す 

るとともに、教育指導者や保護者、地域リーダー等に対する研修会を充実させる。 

男女共同参画 

男女共同参画をめざす社会の形成に向けた啓発の推進 

中間市男女共同参画後期行動計画の推進 

自立の促進と生活の安定 

雇用の場における男女平等の推進 

社会参加の促進 

男女の健康づくりと母性の保護 
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   ２．雇用の場における男女平等の推進 

       本市においては、比較的小規模、個人経営の企業や商店が多く、就業継続や労働 

環境には厳しいものがあるが、雇用の場における男女平等の確立に向けて、労働基 

準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の趣旨の周知を図り、男女が共に育 

児・介護と仕事が両立できる就業環境の整備、意欲ある女性が能力を発揮しながら 

安心して働きつづけることができるよう、事業所等に働きかける。 

また、再就業や起業を支援するため情報の提供や研修体制の整備を行う。 

   ３．男女の健康づくりと母性の保護 

       男女が生涯を通じて心豊かに過ごせるためには、心身ともに健康であることが重 

要である。また、女性が持つ母性機能は次世代へ生命をつなぐ重要な役割を持って 

おり、その重要性についての認識を浸透させ、男女の性差やライフステージに応じ 

た健康教育などを推進し、健康をおびやかす問題についての正しい知識の普及を図 

る。また、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアルハラスメントなど、あら 

ゆる暴力の根絶のための啓発や研修会を開催するとともに、相談窓口の周知や、関 

係機関との連携を行い、被害者救済のための支援体制を強化する。 

   ４．自立の促進と生活の安定 

       女性の就業や社会進出に伴い、女性が自らの意思で働きつづけるためには、仕事 

と生活が両立できる社会環境の整備を推進しなければならない。ワークライフバラ 

ンスのための啓発や相談体制の充実、保育サービスや子育てに関する相談体制の充 

実に努めるとともに、介護保険制度や育児・介護休業制度の周知を図り、またひと 

り親などの自立と生活の安定や高齢者の社会参加に向けた諸施策を推進する。 

   ５．社会参加の促進 

       女性の意見が政策、方針決定の場で反映される環境を整備し、女性の実質的な社 

会進出・参画を確立しなければならない。そのためには、地域活動やボランティア 

活動など、地域社会での理解を深めるとともに、あらゆる分野への参画の機会提供 

が必要である。市内だけではなく、国内外での活動にも参加が促進される環境の整 

備に向けては、海外研修事業などを支援していく。 

       また、市内の女性団体・グループ、個人で構成する「女性ネットなかま」につい 

ても学習や研修に積極的に参加できる環境を補完し、市内における女性を取り巻く 

環境の改善に向けての活動を支援していく。 

   ６．中間市男女共同参画後期行動計画の推進 

       平成２１年、学識経験者・有識者及び、市内各団体や市民代表で構成する「中間 

市男女共同参画審議会」を設置し、『中間市男女共同参画プラン』の見直しを行い、 

同プランに基づいた「後期行動計画」を策定している。 

この行動計画を推進し、市民一人ひとりが輝いて生きることができる男女共同参画 

のまちになるよう施策を展開していく。
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第 4 節 国際交流 

 

  【現状と課題】    

本市での国際協力としては青年海外協力隊、

シニア海外ボランティアといった発展・開発

途上国での活動や、福岡県女性研修の翼、ま

たホームステイ受け入れといった様々な市民

の自主的な交流が行われている。 

 現在、世界ではテロや内紛・天災などの影

響で活動支援を必要とする国々は多く、国際

協力の重要性から、青年海外協力隊やシニア

海外ボランティアの募集は行われており、今

後も参加者への支援は欠かせない。

 一方、市内の中学校や小学校における英語

力の強化と国際理解を促進するため、外国語

指導助手（ＡＬＴ）を招致し、語学教育の充

実を図っている。 

 さらに、平成２１年度からは、外国人在住

者が言葉の問題から孤立しないようにと、ボ

ランティアの方と日本語教室を開催している。 

 今後も、国際交流に参加する市民の支援体

制の充実を図ることが必要である。 

 

  【施策の基本方向】    

これまでの国際交流・協力の実績を踏まえ、

市民が積極的に国際交流や国際協力が図られ

るよう支援を継続するとともに、市民が主体

となった国際交流や連帯活動の展開を図って

いく。また、市内で生活をする外国人への支

援を行っていく。 

 

  【施策の体系】 

 

 

 

 

  【計画】 

   １．国際交流市民団体の育成 

       市民主導による国際交流が活発となるよう、市民団体の育成を図り、「日本語教 

室」を主体とし、事業を行っていく。 

   ２．国際交流活動の支援 

       青年海外協力隊、シニア海外ボランティアといった国際協力事業をはじめ、福岡 

県女性研修の翼などの研修事業や、ホームステイ、ホームビジットといった外国か 

らの受け入れ事業にかかるボランティアなどの市民の活動を支援していく。 

   ３．国際交流基盤の整備 

      市民主導による多国籍間の国際交流の環境整備にむけて拠点施設の整備をめざす。 

   ４．国際化に向けた地域環境づくり 

       外国人滞在者が滞在しやすい環境整備に向けて、外国語表記案内の設置、各種情 

報が提供できる案内書の作成を行う。 
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第 5 節 広報・広聴（広報・広聴機能の充実） 

  

【現状と課題】    

近年の市民の行動範囲の広域化や趣向の多

様化などに対応し、近隣市町との連携を図り

ながら、広域的、多角的な視点で、市民にと

って新鮮で有益な情報や話題を提供するとと

もに、市民と行政をつなぐパイプ役として、

「広報なかま」と「中間市ホームページ」で、

情報提供するなどの広報活動を行ってきた。 

また、市政に市民の声を幅広く取り入れる

ため「市長への手紙」「パブリックコメント」

などの広聴活動を行ってきた。 

「協働のまちづくり」を掲げる中間市にとっ

て、従来の行政主導型の市政から、市民との

協働の市政への転換には、市民の市政への参

加は欠かせない。しかしながら、広報活動・

広聴活動の現状として、市民参加型という観

点からは十分なものとは言えないため、市民

だれもが気軽に市政に参加できる環境を整え

ていくことが課題である。 

さらに、「中間市ホームページ」は導入後、

長い年月を経過しており、日々進化していく

システムに比べて利用のしやすさに満足いく

ものとは言えないため、ホームページのリニ

ューアル、レイアウトやコンテンツの見直し

を行う必要がある。 

 

 

  【施策の基本方向】    

近年の市民の行動範囲の広域化や趣向の多

様化が一層進展し、パーソナルコンピュータ

とインターネットの大幅な普及により、「いつ

でも」「どこでも」「だれでも」情報入手が容

易になってきている。それに伴い、「中間市ホ

ームページ」の閲覧数は年々増加している。 

市民参加型市政の進展のためには情報管理

部門との連携を図りながらＩＴ化を推進し、

市長への手紙については電子メール（ホーム

ぺージ）を活用した双方向の意見交換が展開

できる施策を検討するとともに、「中間市ホー

ムページ」の内容の充実を一層図っていく。 

 また、近隣市町とも連携を図りながら、広

域的、多角的な視点で、市民にとって新鮮で

有益な情報や話題の提供を充実する。 

 

 

  【施策の体系】 
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  【計画】 

   １．広報機能の充実 

       市民が市の行事やお知らせといった情報を入手する手段は、「広報なかま」によ 

るところが多い。そこで、掲載内容を精査し、市民にとって最も有益となる情報の 

提供を心がけるとともに、市民からの投稿や情報などを拡充するなど、市民にとっ 

て広報紙が身近なものと感じられるような市民参加型の紙面づくりに向けて、一層 

の充実を図る。 

       あわせて、近隣市町との連携による広域的、多角的な視点にたち、市民にとって 

新鮮で有益な情報や話題の提供を継続するとともに、少子高齢化社会に対応した多 

世代が楽しめる内容の充実も図る。 

       また、「中間市ホームページ」については、市民が知りたいと思う最新の情報に 

容易にたどり着き、疑問に的確にこたえられるように、ホームページのリニューア 

ルを視野に入れつつ、レイアウトやコンテンツの見直しを行っていく。 

   ２．広聴機能の充実 

       「市長への手紙」で市政への提案については、親書での受付を継続しながら、さ 

らにホームページ掲示板において市政への提案や意見交換を行えるように、電子メ 

ールでの受付も普及・拡大を図らなければならない。そのためには情報管理部門と 

の連携によるＩＴ化を推進し、電子メール（ホームぺージ）を活用した双方向の意 

見交換が展開できる施策を検討し、市民参加型市政の確立に向けて取り組む。 

また、「パブリックコメント」制度のさらなる活用を図り、市民の市政への参加 

を促していく。「市長への手紙」「パブリックコメント」で寄せられた情報は、行政 

と市民が共有できるように、フィードバック機能を徹底させる。 

 

 

 

  ≪用語解説≫ 

 ◎パブリックコメント   市の重要な施策、計画などを策定していく中で、その計画などの 

素案を公表し、市民の方々から意見を求め、提出された意見などを 

考慮して決定していくもの。  
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第 6 節 行財政計画 

 

  【現状と課題】    

行財政計画の取組みは、昭和６１年５月に

「第１次行政改革大綱」を策定し、事務事業

の見直しや機構の簡素化、定員や給与の適正

化など、行財政全般にわたり改革を進めてき

た。 

さらに、平成８年９月には「第 2 次行政改

革大綱」を策定し、来るべき高齢化社会の到

来、情報化・国際化の進展、女性の社会進出

など、バブル崩壊後の社会経済情勢の変化に

伴い、市民ニーズは多様化し行政需要は拡大

の傾向にあるなかで、分権時代に対応した行

財政の取組みを進め、一定の成果を挙げてき

た。 

 しかしながら、本市をとりまく行財政の環

境は、依然として厳しい状況が続き、さらに

平成１４年に発表された国の三位一体改革に

対応すべき緊急な取組みの必要性に迫られ、

平成 1５年４月からの３ヶ年間「緊急財政健

全化計画」を策定し、その取組みを始めた。

その後、持続可能な財政基盤の確立と協働の

まちづくりを推進するため、平成１７年１１

月に「第３次行政改革大綱」を、また同大綱

の実施計画である「行財政集中改革プラン」

を、平成１７年度から平成２１年度までの５

年間を推進期間として、行財政改革に取り組

んでだ結果、目標効果額を上回る成果を挙げ

てきた。 

 平成 22 年度以降も引き続き、地域の実情

に応じて不断に行財政改革を推進し、新たな

プランを基に持続可能な行財政基盤の確立と、

市民の満足度を高める成果重視型の行財政シ

ステムの構築を目指す。 

≪国の三位一体改革≫ 

 国の膨大な赤字を減らすためと、平成１１

年に始まった地方分権社会に対応させるため

の国の三位一体改革は、①税財源の移譲②地

方交付税の見直し③国庫補助金等の削減を目

標に、平成１５年度から本格的な見直しが始

まり、地方交付税や国の補助金などの削減が

先行され全国の地方公共団体は、緊急に財源

の見直しに迫られた。本市においても、税財

源など自己財源に乏しく、地方交付税や国庫

補助金など依存財源に偏った財政構造は、従

来型の財政運営の効率化や歳出削減などの手

法では財政収支の均衡を図ることは困難であ

ると考えられ、この厳しい財政環境に対応す

るために、新たに「第３次行政改革大綱」を

策定した。この大綱に基づき徹底した事務事

業の見直しや、職員の定員管理の見直しによ

る人件費の削減、さらには市民とともに地域

協働のまちづくりを推進し、行財政改革を断

行することにより、持続可能な行財政運営へ

の転換を図り、本市の中・長期の展望を切り

開いていかなければならない。 

 

 

  【施策の基本方向】    

行財政改革の取組みは、地方分権や情報通

信技術の進展、厳しい財政状況など、地方自

治体の行財政運営をめぐる新たな環境に対応

するために、自己決定と自己責任の原則に基

づいた自立的な行財政システムを確立し、限

られた財源と資産を最大限に活用するなかで、
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市民との協働による活力ある地域づくりを推

進するものとする。 

 さらに行財政改革の推進にあたっては、最

小の経費で最大の効果をあげるという自治体

経営の基本理念に立って、行政サービスの一

層の向上を図りつつ、効率的かつ効果的な行

財政運営を推進するため「自立」、「協働」、「効

率」の三つのキーワードのもとに、持続可能

な財政基盤の確立と市民やＮＰＯ、その他民

間セクターと協働し、相互に連携して新たな

まちづくりの形成を目指す。

 

 

  【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

  【計画】 

    １．自立 

    （１）財政の健全化―持続可能な財政基盤の確立 

       依存財源率の高い本市の財政構造において、自主財源の確保を図るとともに、歳 

出全般の効率化と財源配分の重点化を図りながら、歳出削減と財政構造の改善に取 

り組む。 

       また、職員にコスト意識を徹底することにより、無駄な歳出を抑え健全な財政運 

営を図る。 

① 毎年収支不足が発生し、基金繰入に依存する財政状況が続いてきたが、行 

財政集中改革プランへの取組みにより、平成２１年度においては８年ぶりに 

基金残高が増額となる決算となった。 

          平成２２年度以降においても、自主財源の確保及び歳出全般の徹底した削 

減により、財政調整基金等の取崩しを行わない財政運営に努めることとする。 

② 地方財政健全化法の施行により健全化判断比率に留意する必要があるが、 

本市においては実質公債費比率が上昇傾向にあることから、臨時財政対策債 

も含めて当該年度の元金償還額を下回る額の地方債発行とするとともに、 

          既発債の利率引下げ及び繰上償還を行うことにより公債費負担の健全化   

          を図り、実質公債費比率を改善していくものとする。 

③ 収率９０％を達成するも、長引く不況の影響で収納率は減少している。 

徴収体制の強化、引き続き徴収嘱託職員の雇用を継続し、新たな未納の防 

止に努めるとともに、徴収技術の向上を図り、債権の差押を含めた滞納処 

分の強化を行い、滞納整理システムを活用した積極的な滞納処分を実施し 
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ていき、自主財源の確保に努める。 

④ 各種補助金の効果や必要性を十分に精査し、抜本的な整理合理化を図る。 

⑤ 水道事業及び病院事業においては、更なる経営改善を推進し、公営企業本 

来の独立採算制による健全経営を目指す。 

    （２）職員の人材育成と資源向上―分権時代を担う人材育成と意識改革 

       行政改革を推進するためには、職員一人ひとりが問題意識と目標達成の意欲を持 

ち、その能力を十分に発揮することにより、限られた人員・財源を最大限に活かし 

ていく必要がある。また職員の意識改革の推進によって、資質の向上、能力の開発 

に努め、新しい時代に相応した人材の育成・確保を図る。 

① 職員の勤務成績を公平かつ公正に評価する仕組みを構築する。 

② 職員の意識改革と能力の向上のため、人材育成基本方針に基づき、効果的 

な人材育成システムを構築する。 

   ２．協働―協働の地域づくりの推進 

       中間市においても、地方分権を真に実効性のあるものとするために、市自身の能 

力と体質を強化し、市政の主役である市民に対する積極的な情報提供を行うととも 

に市民の行政への参加、・参画を促進し、市民と行政の協働によるまちづくりを推 

進する。   

① 協働によるまちづくりに対応した行政の体制を整備し、市民の自立を支 

援する組織を構築する。 

② 地域コミュニティ活動やＮＰＯ・ボランティア活動等、自立的な市民活 

動の促進と支援を図る。 

③ パブリックコメント制度の導入等、市民が市政に参加・参画できる仕組み 

を構築する。の充実を図り、市民の意見を広く反映させる。 

   ３．効率―行財政システムの簡素化・効率化 

       地域経営の視点から、事務事業全般について見直しを行い、市民満足度の高い行 

政サービスの提供に努める。 

① 市民ニーズに対応した柔軟かつ機動的な組織と、分権型社会に適応する 

ため、限られた経営資源を効率的に活用できる機動的組織を構築する。 

② 行政の責任領域に留意し、行政関与の必要性、行政効率、効果等を十分に 

吟味して、事務事業の整理合理化を図る。 

③ 指定管理者制度の導入、民間委託を推進し、より効果的・効率的な行政運 

営に努める。 

④ 縦割り行政を是正し、横断的組織運営を図るため組織の統廃合を行う。 

⑤ 行政手続きのオンライン化の推進、共同アウトソーシングの推進などによ 

り低廉なコストで高い水準の運用が実現できる電子自治体の推進を図る。 

⑥ 事務事業の評価を行い、市民満足度の高い行政サービスの提供と業務の改 

善見直しを行う。
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第７節 広域行政 

 

  【現状と課題】    

本市及び北九州市・遠賀４町とで北九州都

市圏広域行政推進協議会を構成し、北九州市

西方地区と本市及び遠賀４町の一体的な活性

化を目指して各事業を進めてきた。 

 また、福岡県北東部地方拠点都市地域整備

推進協議会は、北九州市を中心とした福岡県

北東部地区の１７自治体との交流を通じ、本

市を含めた地域の活性化に取り組んできた。 

平成２１年度からは、福岡県と遠賀４町と

ともに「遠賀・中間広域連携プロジェクト」

もスタートし、さまざまな事業に取り組んで

いる。遠賀・中間地域広域行政事務組合では、

各市町で個々に行っていた各種事業を共同で

行うことによる効率化を追求したもので、現

在、し尿・じん芥処理、老人福祉施設、火葬

施設、休日急患センター及び、農業共済事務

に関する事務を委託しているが、平成１３年

度、本市の西部地区に「中間・遠賀リサイク

ルプラザ」を開設し、本市及び遠賀４町のペ

ットボトルをはじめ、ビン・カンなどの資源

リサイクルに取り組んでいる。 

今後は、中間市における未加入部門（消防

行政）をはじめ、情報処理や福祉部門など、

さらに広域化を検討しながら、行政運営の効

率化とコストの削減を図らなければならない。 

 合併問題については、現時点では、他市町

との合併の実現は困難な状況にありますが、

機会あるごと合併や、連携のあり方について、

意見交換や情報交換を行い、将来、再び合併

の流れが起これば、そのときには市民の意志

を確認し、議会とも協議しながら的確に対応

していく。

 

 

  【施策の基本方向】    

北九州都市圏広域行政推進協議会及び福岡

県北東部地方拠点都市地域整備推進協議会、

遠賀・中間広域連携プロジェクトを構成する

自治体との協調を強め、圏域全体の活性化に

向けた施策や事業の展開を推進する。 

また、遠賀・中間地域広域行政事務組合の

事務事業のうち、北九州市での処理が検討さ

れているじん芥処理については円滑な事業移

転が進むように遠賀４町との調整を図るとと

もに、「中間・遠賀リサイクルプラザ」の運営

についても資源リサイクル品目や種別の拡大、

また未加入部門（消防行政）や、さらに情報

処理や福祉部門などの広域化に向けた諸施策

を検討し、市民サービスの向上を図る

 

 

 

  【施策の体系】 
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  【計画】 

   １．広域行政の推進 

       北九州都市圏広域行政推進協議会、福岡県北東部地方拠点都市地域整備推進協議 

会、平成２１年度より開始された遠賀・中間広域連携プロジェクト等、参画する他 

自治体との協調を推進していく。 

       さらに、圏域内における広域情報ネットワークの構築による情報ネットワークを 

はじめ、各種証明の共同交付や既に広域利用が実施されている図書館をはじめ、各 

公共施設がＩＴ技術を活用して利用が可能となるよう体制の整備を図っていく。 

遠賀・中間地域広域行政事務組合も遠賀４町との調整により、円滑に事業が移転 

できるように取り組むとともに、資源リサイクル品目の拡大・種別などを検討して 

いく。 

       また、市民サービスの向上に向けた新たな事業については遠賀４町との協調を図 

り、積極的に取り組んでいく。 

   ２．新たな考え方に立った合併問題の検討 

       今後も、市民の意志を確認し、周辺市町村とも広く意見・情報交換を行いながら、 

将来的に合併の流れになれば、迅速に対応できるよう継続して検討を進めていく。 
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